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箇所別調書及び理由書
書式設定解説

令和６年６月
財務省主計局司計課
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事項No.の記載方法について
事項No.の欄は全て適切に入力されていない場合、赤色セルで警告表示される。
以下は適切に入力されている例であり、次頁に警告表示されるパターンを記載する。
事項No.については事項ごとの小計の土台となるため、確実に入力されたい。

同一事項複数箇所の場合、２箇所目以降も同一の事項No.を記載する。
ここでは“１”が記載されている（フォントが白くなるため重複した事項No.は見えなくなる）。

“２”が記載されている。

① ② ③

①事項ごとの合計
が表示される

②事項ごとの合計
が表示される

③事項ごとのうち
最終の年月日が表示される
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事項No.のエラーについて
以下の場合はエラーとして赤色セルで警告表示される。
① 事項No.が空白の場合
② 同一事項に異なる事項No.が付されている場合
③ 事項数と同一となっていない場合

①

②
③

事項No.が適切に入力されていないと適切に
集計されない。

①事項No.を“１”と入力すべきところが空欄となっている。
（①の行で事項欄が空白であるため、同一事項と認識している。）
②同一事項複数箇所のため、“２”と入力すべきところ、異なるNo.を記載している。
（①同様、事項欄が空白のため、同一事項と認識している。）
③３番目の事項のため、“３”と入力すべきところ、異なるNo.を記載している。
（③の行で事項欄に記載されている事項が３つ目であるため、３を記載しないとエラーになる。事項No.４がエラーになって
いないのは、４つ目の事項を事項No.４と記載しているため適切であると判断している。）
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遅延期間のエラーについて
以下の場合はエラーとして赤色セルで警告表示される。
① 繰越事由による遅延期間と当初の完了見込年月日では年度を跨がない場合（左記事由以前に
生じた要因に係る遅延期間が空欄）

② 繰越事由による遅延期間+左記事由以前に生じた要因に係る遅延期間と当初の完了見込年月
日では年度を跨がない場合

③ 発生月から繰越事由による遅延期間を考慮すると、翌年度末までに終わらない場合
④ 繰越事由による遅延期間と当初の完了見込年月日で年度を跨ぐ場合は、左記事由以前に生じ
た要因に係る遅延期間がグレーアウトするため記載不要

①
②

③
④

①当初の完了見込年月日が12月の予定であり、繰越事由による遅延期間が１か月のため、年度内（１月）に終わると思われる
ため、左記事由以前に生じた要因に係る遅延期間を要記載。
②当初の完了見込年月日が12月の予定であり、繰越事由による遅延期間が２か月、左記事由以前に生じた要因に係る遅延期間
が１か月のため、年度内（３月）に終わると思われるため、要修正。
③５月に24か月の遅延が発生した場合、翌年度末に終わるとは思われないため、要修正。（何らかの要因で遅延期間が短縮で
きる見込みであれば、短縮後の遅延期間を記載する）
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発生月のエラーについて
以下の場合はエラーとして赤色セルで警告表示される。
当初の完了見込年月日から左記事由以前に生じた要因に係る遅延期間を考慮して、繰越事由
の発生月の整合が取れていない場合

当初の完了見込年月日が８月、左記事由以前に生じた要因に係る遅延期間が３か月の場合、11月までには事業が終わる見込み
となるので、繰越事由の発生月はそれ以前（11月まで）に発生していないと整合が取れていないこととなるため、要修正。
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改めて明許繰越しの申請をする場合の記載方法について

改めて明許繰越しの申請をする場合、繰越し（翌債）は前回承認済であることから、遅延期間
の記載は不要としており、遅延期間のセルはグレーアウトする。
改めて明許繰越しの申請と判断するのは備考欄に「（注）前回の承認年月日等」の文言が含ま
れている場合
① 繰越事由による遅延期間が記載された場合、左記事由以前に生じた要因に係る遅延期間が赤
くなる場合があるため、グレーアウトセルは記載しないこと。

② 備考欄で「（注）前回の承認年月日等」の前後に他の文章が入っても問題ない。

①

②
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翌年度にわたる債務負担を必要とする額のエラーについて

「翌年度にわたる債務負担を必要とする額」が「左の額の支出見込額内訳」の「本年度分」と
「翌年度分」の合計になっていない場合はエラーとして赤色セルで警告表示される。
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翌債（変更の分）の記載方法について
翌債（変更の分）は表題をプルダウンにて選択すると、以下のとおり書式が変更される。
① 翌年度にわたる債務負担を必要とする額が“（今回増額分）”になる
② 遅延期間の欄がグレーアウトし、記載不要となる
③ 備考欄に前回の承認年月日等を記載する必要があるため、空欄の場合は赤色セルで警告表示
される。（何かしら記載されていればエラーとはならないので要注意）

①

②
③
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CSV貼り付けシートの使い方
ADAMSと箇所別調書の記載で整合が取れているかを確認するためにCSV貼り付けシートを設け
ている。
○ＣＳＶ
項目となっている３行目以降を選択し、コピーする

○箇所別調書のＣＳＶ貼り付けシート（内容はダミー）
A1セルを選択して貼り付ける。（不要な項目は非表示にしているため、CSVデータを全て貼り付けてOK）

○箇所別調書
事項ごとの小計の内容がCSV貼り付けシートの内容と突合される。

事項名が一致していない場合、事項名判定、支出負担行為計画示達額判定、要繰越額判定が×となる。
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罫線の条件付き書式について（参考）

事項欄に記載すると、行の上に実線が引かれる。
事項欄が空欄の場合に箇所名欄に記載すると、箇所名以降の上に点線が引かれる。
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